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令和５年度企業シャトルBaaS
バ ー ス

＊ 社会実験事業（案）の実施について 

 
１．目的 
湖西市及び㈱デンソーとの連携のもと、㈱デンソーが運行するシャトルバ

スを周辺住民も利用できる新しい移動手段として提供することで、県境・市

境に近い市民の交通の利便性向上を図り、交通結節点である新所原駅や周辺

商業施設等への移動需要、また市内交通ネットワークへの影響を調査・検証

することを目的とする。 
 
２．概要 
豊橋市は、令和４年度の実験結果を踏まえ、豊橋市内に新たな箇所を含む

３か所に停留所を設置するほか、午前に加えて午後や朝夕にもダイヤを設定

するなど様々な実験を行いながら、周辺住民の足として活用できるかどうか

引き続き検討を進める。 
（１）令和４年度との主な変更点（詳細は２～３ページ参照） 

①路線の拡大…雲谷町公民館、中原町公民館に停留所を設置。 
②運行時間帯の拡大…「巡回便」の午後の時間帯や、朝・夕の「通勤便」

も利用可能に。 
③運賃の改定…1 乗車 1 人 100 円に値下げ。 
④利便性の向上…回数券の販売場所に二川窓口センターを追加。 

（２）実施期間 
令和５年９月１日～令和６年１月３１日の月曜日～金曜日（94 日間） 
土日祝日、年末年始を除く（株式会社デンソーの稼働日に準ずる） 

 
３．検証方法 
 実験期間中の利用者数のデータ収集や乗客へのアンケート、さらに株式会

社デンソー及び交通事業者への聞き取り調査等により、新しい移動手段の本

市における位置付けを検討する。 
 
４．事前確認事項 
令和５年５月 雲谷町、中原町、原町自治会へ説明済み 
令和５年６月 交通事業者へ説明済み 
令和５年７月 公安委員会・道路管理者・地権者と停留所設置に係る協議 
令和５年８月 湖西市地域公共交通会議と本協議会とで契約締結 

 

*BaaS…「Bus（バス）」と、様々な移動手段をシームレスにつなぐ概念「MaaS （マース：Mobility as a Service）」

を掛け合わせた造語。 
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■巡回便 路線及びダイヤ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雲谷町 

中原町 

原町 
原町（豊橋東行き） 中原町（上下共通） 

原町（湖西行き） 

※赤字の発車時刻は固定となります。黒字の時刻については目安であり、５分程度前後する場合があります。 

令和 5 年拡大 

雲谷町（上下共通） 

 パレマルシェ 
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■通勤便 路線及びダイヤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※時刻については目安であり、５分程度前後する場合があります。 
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【参考】湖西市企業シャトルBaaS
バ ー ス

実証実験（デンソー便）について 

 
１．事業概要 
（１）路線・系統名 

自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送） 
 

（２）運行主体 
湖西市 
 

（３）期間 
令和５年９月１日～令和６年１月３１日の月曜日～金曜日 
土日祝日、年末年始を除く（株式会社デンソーの稼働日に準ずる） 
 

（４）運行車両 
株式会社デンソーによるシャトルバスの持込車両（定員 20 人） 

 
（５）運賃 

1 乗車片道 100 円 
・チケット（１枚単位）…100 円／枚 
・チケット（11 枚綴り）…1,000 円※クーポン付属 

 
（６）回数券販売場所 
  クレジットカードを利用したオンライン決済機能の追加。 

湖西市都市計画課窓口に加え、西部地域センターでの販売を検討中。 
 
（７）予約方法 

電話またはオンラインでの予約 
 

２．事業計画の登録日等 
令和５年６月２８日     湖西市地域公共交通会議において協議 
令和５年６月２８日     豊橋市地域公共交通活性化推進協議会において協議 
令和５年８月 １日（予定） 湖西市から静岡運輸支局へ事業計画に関する登録申請 
令和５年９月 １日     事業計画の登録 
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報告第１号 

「夏休み小学生５０円バス」の実施に伴う運賃の変更について 

 

１ 「夏休み小学生５０円バス」の事業概要 

（１）事業の目的 

    夏休み期間中に東三河地区の路線バスのこども運賃を１乗車５０円とすること

により、小学生の路線バスの利用を促進し路線バスの活性化を図ることを目的とす

る。 

 （２）対象路線 

 ① 路線バス 

事業者名 適用範囲・適用条件等 

豊鉄バス（株） 高速バスを除く全線 

名鉄バス（株） 蒲郡市内の全線 

   ② コミュニティバス 

     豊橋市（「地域生活」バス・タクシー）、豊川市、新城市、設楽町、東栄町、豊

根村のコミュニティバス 

     ※コミュニティバスのうち、小学生の運賃が５０円未満である場合は、 

この事業の実施に伴う運賃の変更はありません。 

 

２ 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会における報告の内容 

 （１）報告対象路線 

事業者名 路線名 

豊鉄バス(株) 新豊線、豊川線及びレイクタウン線 

東海交通(株) ・東部東山線（「地域生活」バス・タクシー（東部地区）） 

・梅薮前芝線（「地域生活」バス・タクシー（前芝地区）） 

・細谷二川系統、細谷イオン系統、小沢二川系統、 

小沢イオン系統（「地域生活」バス・タクシー（南部地区）） 

・川北線（「地域生活」バス・タクシー（川北地区）） 

豊鉄タクシー(株) ・北部石巻西川･賀茂線、北部下条･森岡線 

（「地域生活」バス・タクシー（北部地区）） 

・高根芦原系統、豊南大清水系統 

（「地域生活」バス・タクシー（南部地区）） 

（２）運賃を変更する期間 

令和５年７月２１日（金）～８月３１日（木） 

（３）運賃を変更する内容 

対象路線のこども運賃を乗車区間にかかわらず、１乗車５０円とする。 

ただし、この変更を適用した運賃の支払いは現金のみとし、障害者割引等その他

の割引制度は適用しないものとする。 
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